
関市・武儀郡４町村合併協議会
２６－3．広報広聴事業 自治会組織

（案）　自治会組織については、合併時から関市の制度に統一した新市の組織を編成する。洞戸村、板取村、武儀
　　　町及び上之保村においては、現行の区域ごとに新たに自治会を組織し支部を編成する。各支部ごとに自治会
　　　連合会理事（支部の代表者）を選出する。
　　　　自治会活動奨励金、自治会連合会補助金等については、平成17年度から関市の制度に統一する。

自治会連合会構成 関市自治会連合会 洞戸村区長会 板取村区長連絡協議会 武儀町区長会 上之保村区長会
　　13支部　442自治会 　　15区 　　20区 　　27区 　　11区

　安桜支部　 99自治会
　旭ケ丘支部 49自治会
　桜ケ丘支部 39自治会
　瀬尻支部　 30自治会
　倉知支部　 24自治会
　富岡支部　 34自治会
　千疋支部　 13自治会
　田原支部　 16自治会
　下有知支部 52自治会
　富野支部　 19自治会
　小金田支部 49自治会
　保戸島支部  7自治会
　広見支部　 11自治会
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新市自治会連合会構成 事例１

事例２
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自治会連合会役員 会　長　　1名 会　長　　1名 会　長　　1名 会　長　　1名 会　長　　1名
副会長　　3名 副会長　　1名 副会長　　2名
書　記　　1名
会　計　　1名
常任理事　7名
理　事　 15名

任　期 1年間 1年間 1年間 1年間 1年間
　4月 1日～3月31日 　4月 1日～3月31日 　4月 1日～3月31日 　4月 1日～3月31日 　1月 1日～12月31日

自治会活動奨励金 関市自治会コミュニテ 洞戸村区長報償費 板取村区長手当 武儀町区長交付金 上之保村区長報奨金
（区長報償等） ィ活動奨励金

・均等割 ・均等割 ・距離割 ・均等割 ・広報等配布手当
　1自治会　20,000円 　1区　　　32,000円 　13,750円～22,500円 　1区　　　20,000円 　区長
・世帯割 ・世帯割 　＊役場から各区まで ・世帯割 　　1世帯　　 400円
　1世帯　　 2,500円 　1世帯　　   400円 　　の距離により算出 　1世帯　　   800円 　班長
・広報配布割 ・世帯割 　　1世帯　　 350円
　1世帯　　　 800円 　1世帯　　 1,200円
・ごみ対策協力割
　自治会の取り扱うご 班長手当
　み袋1枚　　 5.5円 ・世帯割

　1世帯　　   600円

自治会連合会補助金等 関市自治会連合会補助 洞戸村区長会研修費 板取村区長連絡協議会 武儀町区長会研修費 上之保村区長会研修補
（H15当初予算） 金 事業補助金 助金

　　　　4,000,000円 　　　　　300,000円 　　　　1,200,000円 　　　　　600,000円 　　　　　264,000円
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先進事例 　「岐阜広域合併協議会」
　　自治組織への運営補助金等については、合併後５年を目途に岐阜市の制度を基本に調整するものとする。なお、そ
　れまでの間については、旧市町ごとに岐阜市の例により算出した額が、従前の運営補助金、役員報償金等、広報紙配
　布手数料の合計額に満たない場合においては、その差額を別途交付するものとする。
　　自治組織は地域コミュニティの重要な要素であることから、特に都市内分権のあり方を踏まえ、住民自治の振興、
　活性化に資するよう配慮するものとする。

　「美濃加茂市・加茂郡町村合併協議会」
　　自治会組織については、合併時から美濃加茂市の制度に統一した新市の組織を編成する。加茂郡坂祝町、富加町、
　川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白川村においては、自治連合会理事（地区自治会の代表者）を選出する。
　　任期については、美濃加茂市の制度に統一する。

　「恵那市・恵南町村合併協議会」
　　自治会の組織及び区域については、現行のとおりとする。
　　自治連合会組織については、新市に自治連合会組織を置き、組織の内容、事業等については、新市において調整す
　る。
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